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職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

や
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
以
外
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。
市
内
に

住
ん
で
い
る
人
は
三
原
市
の
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）
へ
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

転
入
・
結
婚
・
出
産
な
ど
異
動
の
と
き

や
、
退
職
し
た
と
き
な
ど
に
は
、
国
保
へ

の
加
入
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま

た
転
出
・
死
亡
・
就
職
し
た
と
き
に
は
、

国
保
の
喪
失
手
続
き
が
必
要
で
す
。

表
１
の
よ
う
な
と
き
に
は
市
民
課
ま
た

は
各
支
所
住
民
生
活
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

国
保
加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合
で

も
、
資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

保
険
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
。
国
保
加
入
の
要
件
に
あ
て
は
ま

る
と
き
は
14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
ま
し

ょ
う
。

卒業・入学・就職シ－ズンが近づい

てきました。忘れていませんか。国保

の加入と脱退の手続きを！

今回は、国保の手続きと高額療養費

についてお知らせします。
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国
保
税
は
資
格
を
得
た

月
か
ら
納
め
ま
す

国
保
の
加
入
、

脱
退
の
手
続
き

表１ 14日以内に届け出を！

こ　ん　な　と　き 届 け出 に 必 要 な も の

国
保
に
加
入
す
る
と
き

他の市区町村から転入したとき 印鑑、他市区町村の転出証明書

職場などの健康保険をやめたとき
印鑑、職場などの健康保険をやめ
た証明書

職場などの健康保険の被扶養者で
なくなったとき

印鑑、被扶養者でなくなった証明書

子どもが生まれたとき
印鑑、国保の保険証、母子健康手帳、
銀行などの口座番号がわかるもの

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書

外国人が国保加入するとき 外国人登録証明書

国
保
を
や
め
る
と
き

他の市区町村へ転出するとき 印鑑、保険証

職場などの健康保険に加入したとき 印鑑、国保と職場の保険証（職場
の保険証が未交付のときは加入し
た証明書）

職場などの健康保険の被扶養者に
なったとき

被保険者が死亡したとき
印鑑、保険証、銀行などの口座番
号がわかるもの

生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書

外国人が国保をやめるとき 保険証、外国人登録証明書

そ
　
　
の
　
　
他

退職者医療制度の対象になったとき
印鑑、保険証、厚生年金などの年金
証書（加入期間が記載されたもの）

転居したとき

印鑑、保険証
世帯主が変わったとき

世帯を分けたり、一緒にしたとき

長期に出張や旅行するとき

子どもが修学のため、別に住所を
定めるとき

印鑑、保険証、在学証明書など

保険証をなくしたとき、または汚
れて使えなくなったとき

印鑑、本人であることを証明できるもの。
汚れて使えなくなった保険証

※保険証の交付：運転免許証など官公庁の発行した写真付証明書で本人と確認で
きる場合は、手続き終了後交付します。それ以外は郵送します。
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会
社
を
定
年
な
ど
で
退
職
し
て
国
保
に

加
入
し
、
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
る

と
、
老
人
保
健
の
適
用
を
受
け
る
ま
で
の

間
、
退
職
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
で
、
厚
生
年

金
な
ど
の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
（
ま
た

は
40
歳
以
上
で
10
年
以
上
）
の
該
当
要
件

を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
年
金
証
書
を
受

け
と
っ
て
か
ら
、
14
日
以
内
に
年
金
証
書
、

保
険
証
、
印
鑑
を
持
っ
て
、
市
民
課
ま
た

は
各
支
所
住
民
生
活
課
で
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
（
70
歳
未
満
の
人
）
は
、
医

療
機
関
窓
口
で
い
っ
た
ん
自
己
負
担
分

（
医
療
費
の
３
割
）
を
支
払
い
、
あ
と
か
ら

申
請
に
よ
り
限
度
額
を
超
え
る
分
が
支
給

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
４
月
診
療
分
か
ら
、

限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す
れ
ば
、

表
２
の
と
お
り
限
度
額
ま
で
を
支
払
え
ば

よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
同
じ
月
に
合
算
対
象
と
な
る
医
療
費
が

あ
る
世
帯
や
、
国
保
税
の
滞
納
が
あ
る
世

帯
の
人
な
ど
は
、
自
己
負
担
額
を
支
払
っ

た
後
、
申
請
が
必
要
で
す
。

70
歳
未
満
の
人
の
高
額
療
養
費
の
限
度

額
は
、
所
得
区
分
に
よ
り
３
つ
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
入
院
医
療
費
の
限
度
額
の
適

用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関
に

表
３
の
と
お
り
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

入
院
す
る
と
き
は
、
保
険
医
療
課
、
ま

た
は
各
支
所
住
民
生
活
課
で
、
限
度
額
適

用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
が
７
月
末
日
ま
で
の
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
に
は
、

今
月
中
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

限
度
額
適
用
認
定

証
の
交
付
を

退
職
者
医
療
制
度

へ
の
加
入
を

表３ 入院するときに医療機関に提示するもの（70歳未満）

表２ 70歳未満の高額療養費の限度額

※一般とは住民税課税世帯、上位所得者とは国保税の課税所得が600万円以上の
世帯の人。

所得区分

上 位 所 得 者

一　　　　　　般

住民税非課税世帯

４月診療分から

保険証、限度額適用認定証

保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証

国保についての問い合わせ先

保険医療課

（10848 7̂605050848 7̂6062）

限度額
（過去1年間で３回目まで）

限度額
（４回目以降）

上 位 所 得 者

１５０，０００円

＋医療費が500,000円を超えた場合、

超えた額の1％を加算

８３，４００円

一　　　　　　般

８０，１００円

＋医療費が267,000円を超えた場合、

超えた額の1％を加算

４４，４００円

住民税非課税世帯 ３５，４００円 ２４，６００円

入
院
の
高
額
療
養
費
申

請
手
続
き
が
簡
素
化
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昭和７年９月30日以前に生まれた人（一定

の障害がある人は65歳以上の人）は老人

保健法により医療を受けます。
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●
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
な
ど
が
変
わ
っ

た
と
き

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た

と
き
は
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

用
意
す
る
物

健
康
保
険
証
、
老
人
保

健
受
給
者
証
、
印
鑑

●
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
な
ど
の
減
額
認

定
証入

院
の
際
、
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ

と
で
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
り
、
食
事
代
な
ど
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
す
。

希
望
者
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

用
意
す
る
物

健
康
保
険
証
、
老
人
保

健
受
給
者
証
、
印
鑑

●
交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

交
通
事
故
や
け
ん
か
な
ど
、
第
三
者

（
加
害
者
）
が
原
因
に
よ
る
負
傷
で
医
療

機
関
に
か
か
っ
た
と
き
は
、
加
害
者
が
治

療
費
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
健

康
保
険
証
お
よ
び
老
人
保
健
受
給
者
証
は

使
え
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
特
別
な
事
情
に

よ
り
、
治
療
に
老
人
医
療
受
給
者
証
を
使

う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
が
必
要

で
す
。

用
意
す
る
物

健
康
保
険
証
、
老
人
保

健
受
給
者
証
、
印
鑑

●
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

１
か
月
の
医
療
費
が
表
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
超
え
た
分
を
高

額
医
療
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。
支
給
を

受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
一
度
申

請
を
す
れ
ば
、
変
更
が
な
い
限
り
有
効
で

す
。
市
で
は
対
象
の
人
に
、
申
請
の
案
内

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
毒
ガ
ス
障

害
者
医
療
を
受
給
し
て
い
る
人
で
、
高
額

医
療
費
支
給
対
象
と
な
る
場
合
は
、
医
療

機
関
の
領
収
書
を
添
え
て
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

用
意
す
る
物

健
康
保
険
証
、
老
人
保
健

受
給
者
証
、
印
鑑
、
金
融
機
関
の
口
座

番
号

※
郵
便
局
を
除
き
ま
す
。

老人保健についての問い合わせ先

保険医療課

（10848 7̂605650848 4̂42130）

こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
を

○現役並み所得者
住民税の課税所得が145万円以上の世帯の人。
○一般
住民税課税世帯の人。
○住民税非課税世帯Ⅱ
同一世帯の全員が住民税非課税の人。
○住民税非課税世帯Ⅰ
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得
は控除額を80万円として計算）を差し引いたときに０円となる人。
例：単身世帯で年金収入のみの場合　年収80万円以下

自 己 負 担 限 度 額 （ 月 額 ）

世帯の所得区分
自己負担限度額

外来＋入院（世帯ごと）外来（個人ごと）

医
療
費
の
３
割
負
担

現役並み所得者 ４４，４００円

80,100円＋医療費が267,000円を超

えた場合は、その超えた分の１％を

加算（過去１年間で４回以降の自己

負担限度額は44,400円）

医
療
費
の
１
割
負
担

一　　　　　般 １２，０００円 ４４，４００円

住民税非課税世帯
Ⅱ

８，０００円
２４，６００円

Ⅰ １５，０００円

※負担区分は、毎年８月１日に前年の収入により見直しが行われます。


